
お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

　日
本
脳
炎
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
勧

　奨
が
再
開
さ
れ
ま
し
た

　
日
本
脳
炎
予
防
接
種
は
、
令
和

３
年
の
一
部
期
間
に
お
い
て
、
ワ

ク
チ
ン
の
製
造
が
一
時
停
止
し
た

こ
と
に
よ
り
、
予
約
が
取
り
づ
ら

い
状
況
が
生
じ
ま
し
た
。
ワ
ク
チ

ン
の
安
定
供
給
の
観
点
か
ら
、
第

１
期
初
回
（
２
回
接
種
）
未
接
種

の
方
を
優
先
的
に
接
種
す
る
よ
う

お
願
い
し
て
き
ま
し
た
が
、
令
和

４
年
度
か
ら
第
１
期
追
加
・
第
２

期
の
接
種
勧
奨
を
再
開
し
ま
し
た
。

　
令
和
４
年
度
前
半
は
、
こ
れ
ま

で
接
種
を
お
待
ち
い
た
だ
い
て
い

た
対
象
者
に
よ
る
接
種
希
望
が
多

数
生
じ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

令
和
４
年
度
は
十
分
な
量
の
ワ
ク

チ
ン
の
供
給
が
見
込
ま
れ
る
こ
と

か
ら
、
予
約
が
取
り
づ
ら
い
状
況

が
生
じ
た
場
合
は
、
一
定
期
間
を

お
い
て
予
約
す
る
等
の
ご
対
応
を

お
願
い
し
ま
す
。 

　
日
本
脳
炎
ワ
ク
チ
ン
の
予
防
接

種
の
予
診
票
を
紛
失
し
た
方
は
、

母
子
健
康
手
帳
を
持
参
し
、
健
康

管
理
課
窓
口
に
て
再
発
行
の
手
続

き
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
健
康
管
理
課
（
２
階
）

☎
(20)
１
５
７
４
　
　
(20)
１
６
０
０

　太
陽
光
発
電
設
備
を
設
置
す
る

　場
合
は
事
前
協
議
が
必
要
で
す

　
発
電
出
力
10
　

kW
以
上
の
太
陽
光

発
電
設
備
（
土
地
に
自
立
し
て
設

置
す
る
も
の
に
限
る
）
を
設
置
す

る
場
合
は
、「
茂
原
市
太
陽
光
発

電
設
備
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す

る
指
導
要
綱
」
に
基
づ
き
住
民
へ

の
説
明
会
等
を
実
施
し
た
上
で
、

着
手
の
60
日
前
ま
で
に
市
と
事
前

協
議
等
が
必
要
で
す
。

問
都
市
計
画
課
（
８
階
）

☎
(20)
１
５
４
６
　
　
(20)
１
６
０
６

　土
地
の
埋
立
て
に
は
手
続
き
が

　必
要
で
す

　
土
砂
等
に
よ
り
３
０
０
㎡
以
上

の
区
域
の
埋
立
て
等
を
行
う
場
合

は
、
許
可
申
請
が
必
要
で
す
。
な

お
、
原
則
、
再
生
土
（※

）
の
埋

立
て
等
は
で
き
ま
せ
ん
。

※

再
生
土
＝
燃
え
殻
や
汚
泥
な
ど

　
の
産
業
廃
棄
物
を
処
理
し
て
製

　
造
さ
れ
た
、
土
砂
と
同
様
の
形

　
状
を
有
す
る
も
の
。

◆
土
地
所
有
者
の
皆
さ
ん
へ

　
無
許
可
で
の
埋
立
て
や
そ
れ
に

伴
う
周
辺
へ
の
影
響
に
は
、
行
為

者
だ
け
で
な
く
、
土
地
所
有
者
に

も
責
任
が
生
じ
ま
す
の
で
、
安
易

な
土
地
の
提
供
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

　
汚
染
さ
れ
た
土
砂
等
に
よ
る
埋

市
が
負
担
す
べ
き
で
な
い
医
療
費

に
つ
い
て
、
そ
の
届
け
出
に
よ
り

加
害
者
や
損
害
保
険
会
社
に
過
失

割
合
に
応
じ
た
額
を
請
求
し
ま
す
。

国
保
財
政
の
適
正
な
運
用
の
た
め
、

皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

問
国
保
年
金
課
（
２
階
）

☎
(20)
１
５
０
３
　
　
(20)
１
６
０
０

　負
傷
原
因
調
査
に
ご
協
力
を
お

　願
い
し
ま
す

　
市
で
は
、
適
正
な
保
険
給
付
の

た
め
、
診
療
報
酬
明
細
書
等
を
も

と
に
負
傷
原
因
調
査
を
行
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
調
査
は
、
負
傷
に
よ

り
国
民
健
康
保
険
証
を
使
用
し
て

医
療
機
関
等
で
治
療
を
受
け
た
場

合
に
、
そ
の
負
傷
の
原
因
が
第
三

者
の
行
為
に
よ
る
も
の
か
を
確
認

す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

　
負
傷
原
因
が
第
三
者
行
為
に
該

当
し
て
い
た
場
合
は
、
別
途
届
け

出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
皆
さ
ん

の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
国
保
年
金
課
（
２
階
）

☎
(20)
１
５
０
３
　
　
(20)
１
６
０
０

　県
税
納
付
の
ご
協
力
を
お
願
い

　し
ま
す

　
千
葉
県
税
は
、
市
会
計
課
・
本

納
支
所
で
も
納
付
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
納
付
金
額
の
２
％
が
県

か
ら
委
託
金
と
し
て
交
付
さ
れ
、

市
の
歳
入
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
取
り
扱
い
県
税
は
、
普
通
自
動

車
税
・
不
動
産
取
得
税
・
法
人
県

民
税
・
個
人
事
業
税
・
法
人
事
業

税
で
す
。

問
会
計
課
（
２
階
）

☎
(20)
１
５
７
６
　
　
(20)
１
６
０
９

　自
動
車
税
（
種
別
割
）
は
納
期

　限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う

　
自
動
車
税
（
種
別
割
）
の
納
期

限
は
５
月
31
日
㊋
で
す
。
５
月
２

日
㊊
に
自
動
車
税
事
務
所
か
ら
納

税
通
知
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、

納
期
限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

　
金
融
機
関
窓
口
や
コ
ン
ビ
ニ
エ

ン
ス
ス
ト
ア
以
外
に
も
、
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
納
付
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
で
「
モ
バ
イ
ル
レ
ジ
ア
プ
リ
」

や
「Pay Pay

」
等
の
ア
プ
リ
を

利
用
す
る
こ
と
で
24
時
間
い
つ
で

も
納
付
が
可
能
で
す
。

　
詳
し
く
は
納
税
通
知
書
に
同
封

の
し
お
り
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
茂
原
県
税
事
務
所

☎
(22)
１
７
２
１
　
　
(22)
１
７
５
９

立
て
等
が
行
わ
れ
た
場
合
、
原
状

回
復
に
莫
大
な
費
用
と
時
間
が
か

か
り
ま
す
。
埋
立
て
事
業
に
土
地

を
提
供
す
る
と
き
は
、
埋
立
て
面

積
や
事
業
期
間
、
土
砂
等
の
発
生

元
、
堆
積
構
造
な
ど
計
画
の
詳
細

を
十
分
に
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

 

ま
た
、
定
期
的
に
現
場
を
見
回

り
、
事
業
が
計
画
通
り
施
工
さ
れ

て
い
る
か
を
確
認
し
、
土
地
の
管

理
を
適
切
に
行
い
ま
し
ょ
う
。

問
環
境
保
全
課
（
６
階
）

☎
(20)
１
５
０
４
　
　
(20)
１
６
０
４

　交
通
事
故
な
ど
で
保
険
証
を
使

　用
す
る
場
合
は
届
け
出
を
　

　
交
通
事
故
な
ど
、
第
三
者
の
行

為
に
よ
り
け
が
を
し
て
医
療
機
関

等
を
受
診
す
る
場
合
、
必
ず
そ
の

医
療
機
関
等
へ
負
傷
原
因
を
伝
え

て
く
だ
さ
い
。

　
治
療
に
つ
い
て
国
民
健
康
保
険

証
を
使
用
す
る
こ
と
は
可
能
で
す

が
、
そ
の
際
は
必
ず
市
へ
ご
連
絡

い
た
だ
き
、
そ
の
後
「
第
三
者
の

行
為
に
よ
る
傷
病
届
（
交
通
事
故

証
明
書
の
添
付
が
必
要
）」
等
の

届
け
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
第
三
者
行
為
に
よ
る
け
が
の
医

療
費
は
、
本
来
加
害
者
が
負
担
す

る
も
の
で
す
。
一
時
的
に
医
療
費

の
一
部
を
市
が
立
て
替
え
ま
す
が
、

FAX

FAX

FAX

FAXFAX

FAX

FAX
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